
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ．契約社員・パート本人に対する課税について 

（１）住民税については年収 100 万円（給与所得控除 65 万円＋所得割非課税範囲 35 万円）までは課税されない。 

住民税として納めるものには、所得割と均等割がありますが、均等割については、均等割を納める夫と生計をともにし、 

夫と同一市町村内に住居を有する妻の場合には、年収が 100 万円を超えても課税されない。 

（２）所得税については、年収 103 万円（給与所得控除 65 万円＋基礎控除 38 万円）までは課税されない。 

 

Ｂ．契約社員・パートの配偶者に対する課税について 

（１）契約社員・パートの年収に応じて、配偶者の年収から控除される額は以下のとおり。 

所得税の場合：配偶者控除（ 38 万円）及び配偶者特別控除（最高 38 万円） 

住民税の場合：配偶者控除（ 33 万円）及び配偶者特別控除（最高 33 万円） 

（２）契約社員・パートの年収が 103 万円を超えると配偶者控除、また 141 万円以上になると配偶者特別控除は 

受けられない。 
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